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全ト協では、昨年末からインターネットを介するＴＶ会議システムにより、講師は全ト協に

いながら各県に発信する講習会等を逐次開催しておりますが、今回は、昨年来より規制強化

された特殊車両に関する講習会を下記にて開催いたしますので、希望される方は県ト協まで

申し込み願います。 

なお今回の講習会は、特殊車両に関する基礎的な事項を中心に構成されておりますことを 

申し添えます 

 

開催概要 

１．日  時  平成２７年４月１４日(火) １３時３０分～１５時００分(予定) 

２．場  所  岐阜県トラック協会 ３階研修室 

２．講習内容  (1) 特殊車両とは 

        (2) 特殊車両通行許可制度の概要 

                (3) 道路運送車両保安基準の概要 

                (4) 制限外許可制度の概要 等 

※「大型車両の通行の適正化方針」(Ｈ２６年５月 道路局発表)に基づく

規制等の大幅改正に関するポイントも併せて紹介 

３．講習対象  (1) これから特殊車両の通行許可を申請しようとされる方 

           (2) 特殊車両通行許可制度に関する基本的内容を知りたい方 

４．申し込み  申込者の、①氏名、②会社名（営業所名）、③連絡先を、 

県ト協（info@gitokyo.or.jp）まで送信ください（様式は問いません） 

１社につき複数名の出席もお受けいたしますので、その場合の申込書は、

①氏名の欄に当該出席者名を連記してください 

５．申込期限  平成 27 年 4 月 10 日（金） 


